
三重県における補助金等の基本的な在り方に関する条例（平成１５年三重県条例第３１号）第５条の規定により
平成２６年定例会（３月）に係る予算に関する補助金等に係る資料を公表します。
なお、見込みであるため交付決定とは異なる可能性があります。

第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
86 経営体育成支援

事業費補助金
未定 481,128

(H26.4)
大雪により倒壊・損壊した
農業者等の生産施設の撤
去及び再建、修繕に要す
る経費について支援する。

（目的・理由）
被災した農業者等の経
営継続に向けて生産施
設の再建、修繕等を支
援することにより、地域
農業等の維持を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

市場の不完全性
被災した農業者等の経営
継続への支援を通して、地
域農業等の維持を図るこ
とによって、農業の振興及
び食料の安定供給等につ
ながることから、公益性を
有する。
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公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目番

号
補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

農林水産部 １


